
 

 

 

 

 

 

 

 

盛土等工事に関する許可の基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年９月 

 

三原市都市部建築指導課 

 

 

 この基準は、宅地造成及び特定盛土等規制法で規定する宅地造成、特定盛土等、 
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１ 土工事 

（１）切土又は盛土をする場合において、雨水その他の地表水又は地下水（以下「地表水

等」という。）によりがけ崩れ又は土砂の流出が生じるおそれがあるときは、造成工

事に係る宅地等の区域（以下「造成区域」）内の地表水等を有効かつ適切に排出する

ことができるように、排水施設が設置されていること。排水施設は、その管きょの勾

配及び断面積が、切土又は盛土をした土地及びその周辺の土地の地形から想定される

集水地域の面積を用いて算定した地下水等の計画排水量を有効かつ適切に排出する

ことができる排水施設とする。 

   また、盛土をする前の地盤面から盛土の内部に地下水が浸入するおそれがあるとき

は、当該地下水を排除することができるよう、当該地盤面に排水施設を設置すること。 

（２）のり面保護及びその他の地盤面の措置 

盛土又は切土をした土地の部分に生ずることとなる崖面は、風化その他の浸食から

保護されるよう、次の基準により、擁壁の設置、崖面崩壊防止措置、石張り、芝張り、

モルタルの吹付けその他の措置が講ぜられていること。 

また、切土又は盛土をした後の土地の地盤面については、当該地表面が雨水その他

の地表水による浸食から保護されるよう、のり面保護工（植栽、芝張り、板柵工など）

その他の措置を講ぜられていること。 

   ※1：土地利用等により保護する必要がないことが明らかな地表面を除く。 

   ※2：擁壁の設置を要しない切土のり面の土質・勾配を満足する場合を除く。 

 

ア 切土をした土地の部分に生ずる高さが２ｍをこえるがけ、盛土をした土地の部

分に生ずる高さが１ｍをこえるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分

に生ずる高さが２ｍをこえるがけのがけ面は、擁壁でおおわなければならない。

ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなるがけ又はがけの部分で次のい

ずれかに該当するもののがけ面については、この限りでない。 

土工区

分 

地表面の勾配 設置を要する構造物等 

盛土 

がけ面（水平面に対し 30 度を超え

る） 

擁壁/崖面崩壊防止施設 

がけ面以外の地表面（水平面に対し

30 度以下） 

のり面保護工※1 

切土 

がけ面（水平面に対し 30 度を超え

る） 

擁壁/崖面崩壊防止施設※2 

のり面保護工※1 

がけ面以外の地表面（水平面に対し

30 度以下） 

のり面保護工※1 
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また、対象のがけ面において、基礎地盤の支持力が小さく擁壁設置後に壁体

に変状が生じてその機能及び性能の維持が困難となる場合や、地下水や浸透水

等を排除する必要がある場合等、擁壁の適用に問題がある場合、擁壁に代えて、

崖面崩壊防止施設（第２（12））を適用する。 

（ア）土質が次の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の

中欄の角度以下のもの 

土質 
軟岩（風化の著し
いものを除く。） 

風化の著しい岩 

砂利、真砂土、関
東ローム、硬質粘
土その他これら
に類するもの 

擁壁を要しない
勾配の上限 

６０度 ４０度 ３５度 

擁壁を要する勾
配の下限 

８０度 ５０度 ４５度 

（イ）土質が（ア）の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同 

表の中欄の角度をこえ同表の下欄の角度以下のもので、その上端から下方に垂 

直距離５ｍ以内の部分。 

軟岩 

(風化の著しいものを除く) 
風化の著しい岩 

砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土 

その他これらに類するもの 

   

また、この場合において、（ア）に該当するがけの部分により上下に分離され

たがけの部分があるときは、（ア）に該当するがけの部分は存在せず、上下のが

けの部分は連続しているものとみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 連続しているとみなし

合計が 5m 以内 

m 

擁壁を要しない

がけの部分 

擁壁を要する部分 

（イ）に該当する

がけの部分 

（ア）に該当するがけの部分 

（イ）に該当するがけの部分 
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イ アの規定の範囲の適用については、小段などによって上下に分離されたがけがあ

る場合において、下層のがけ面の下端を含み、かつ、水平面に対し３０度の角度を

なす面の上方に上層のがけ面の下端があるときは、その上下のがけを一体のものと

みなす。 

  

ウ アの規定は、土質試験などに基づき地盤の安定計算をした結果がけの安全を保

つために擁壁の設置が必要でないことが認められた場合、崖面に崖面崩壊防止施

設が設置された場合又は災害の防止上支障がないと認められる土地において擁壁

の設置に代えて他の措置が講ぜられた場合には、適用しない。 

（３）のり面の勾配が１５度以上で垂直距離が５ｍを超える場合は、次に定める小段を設

けること。 

ア 高さ５ｍごとに幅１～２ｍの小段 

 イ 垂直距離が１５ｍを越える場合は、高さ１５ｍごとに３～５ｍ以上の幅広の小段 

 

 

  

ウ のり面の上部に自然斜面が続いているなど、切土又は盛土のり面以外からの表

.0m以下

（切土の例〔真砂土の場合〕）

5.0m 以下

5.0m以下

5.0m 以下
45度以下

35度以下

35度以下

35度以下

35度以下

35度以下

35度以下

1～2ｍ1～2ｍ

1～2ｍ

3～5ｍ 3～5ｍ

35度以下

3～5ｍ

35度以下

1～2ｍ

35度以下

1～2ｍ

45度以下

（盛土の例）

5.0m以下

5.0m以下

5

3～5ｍ 3～5ｍ

1～2ｍ1～2ｍ

1～2ｍ 1～2ｍ

30度以下

30度以下

30度以下

30度以下

30度以下

30度以下

30度以下

30度以下

35度

45度以下

1～2ｍ

1～2ｍ

練積み造擁壁 もたれ式擁壁

 

A 

B C 

D 

E 
G 

H F 

AB 及び CD のがけは一体とみなす 

AB 及び EF のがけは一体とみなさない 
３０度 
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面水が流下する場所には、のり肩排水溝を設けること。 

エ 小段には、小段上部のり面の下端に沿って、排水溝を設けること。また、小段

は排水溝の方向に５％程度の下り勾配をつけて施工し、排水溝に水が流れるよう

にすること。 

オ のり肩又は小段に設ける排水溝に集められた水をのり尻に導くため、縦排水溝

を設けること。縦排水溝は、流量の分散を図るため間隔は２０ｍ程度とし、排水

溝の合流する箇所には、必ずますを設けて、ますには、水が飛び散らないように

ふた及び泥溜を設けること。 

（４）盛土をする場合には、盛土に地表水等の浸透による緩み、沈下、崩壊又はすべりが

生じないように、おおむね３０ｃｍ以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層

の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固める

とともに、盛土の内部に浸透した地表水等を速やかに排除することができるよう、砂

利その他の資材を用いて透水層を設けること。 

また、必要に応じて地すべり抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留（以下、

｢地すべり抑止ぐいなど｣という。）の設置その他の措置が講じられていること。 

（５）著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土

とが接する面がすべり面とならないように、段切りその他の措置が講ぜられているこ

と。 

 

① 著しく傾斜している土地 
      現地盤の勾配が１５度（約１：４）程度以上又は旧谷部などの地下水 

位が高くなると予想される箇所 
② 段切り寸法 

      高さ５０ｃｍ、幅１ｍ程度以上 
③ 排水勾配 

      のり尻方向に３～５％程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画盛土面 

地盤面 

15 度以上 

0.5ｍ以上 

1.0ｍ以上 

3～5％ 
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（６）切土をする場合において、切土をした後の地盤にすべりやすい土質の層があるとき

は、その地盤にすべりが生じないように、地すべり抑止ぐいなどの設置、土の置換え

その他の措置が講ぜられていること。 

（７）宅地造成等によってがけ（｢がけ｣とは、地表面が水平面に対し３０度を超える角度

をなす土地で硬岩盤（風化の著しいものを除く。）以外のものをいう。）が生じる場合

においては、がけの上端に続く地盤面には、特別な事情がない限り、そのがけの反対

方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配が付されていること。 

（８）山間部における河川の流水が継続して存する土地その他の宅地造成及び特定盛土等

に伴い災害が生ずるおそれが特に大きい次に定める土地について、高さが 15ｍを超

える盛土をする場合においては、盛土をした後の土地の地盤について、土質試験その

他の調査又は試験に基づく地盤の安定計算を行うことによりその安定が保持される

ものであることを確かめること。 

   ア 山間部における、河川の流水が継続して存する土地 

   イ 山間部における、地形、草木の生茂の状況その他の状況がアの土地に類する状

況を呈している土地 

   ウ  ア、イの土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域にあって、雨

水その他の地表水が集中し、又は地下水が湧出するおそれが大きい土地 

 

（９）盛土のり面の安定性の検討 

    盛土のり面の勾配は、のり高、盛土材料の種類などに応じて適切に設定し、原則と

して３０度以下とすること。 

   ア 盛土のり面が、次のような場合には、盛土のり面の安定性の検討を十分に行っ

た上で勾配を決定すること。 

（ア）のり高が１５ｍ以上の場合 

   （イ）片切り・片盛り、腹付け盛土、斜面上の盛土、谷間を埋める盛土など、盛土が

地山から湧水の影響を受けやすい場合 

   （ウ）盛土箇所の原地盤が軟弱地盤や地すべり地など、不安定な場合 

排水方 向

排水 方 向
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   （エ）住宅などの人の居住する施設が隣接しているなど、盛土の崩壊が隣接物に重大

な影響を与えるおそれがある場合 

    （オ）腹付け盛土(盛土をする前の地盤面が水平面に対して２０度以上の角度をなし、

かつ、盛土の高さが５ｍ以上であるもの。)となる場合 

   （カ）締固め難い材料を盛土に用いる場合 

   イ 盛土のり面の安定性の検討に当たっては、次の各事項に十分留意すること。 

ただし、のり面勾配等の決定に当たっては、安定計算に加え、近隣又は類似土質

条件の施工実績・災害事例などを十分に参照した上で総合的に検討すること。 

   （ア）安定計算 

      盛土のり面の安定性については、円弧すべり面法により検討することを標準と

する。また、円弧すべり面法のうち簡便なフェレニウス式（簡便法）によること

を標準とするが、現地状況などに応じて他の適切な安定計算式を用いる。 

（イ）設計強度定数 

      安定計算に用いる粘着力及び内部摩擦角の設定は、盛土に使用する土を用いて、

現場含水比及び現場の締固め度に近い状態で供試体を作成し、せん断試験を行う

ことにより求めることを原則とする。 

（ウ）間げき水圧 

盛土の施工に際しては、適切に地下水排除工等を設けることにより、盛土内に

間げき水圧が発生しないようにすること。しかし、事業区域内における地下水位

又は間げき水圧の推定は未知な点が多く、これらはのり面の安全性に大きく影響

を及ぼす。このため、地下水及び降雨時の浸透水の集中により間げき水圧が上昇

することが懸念される盛土では、間げき水圧を考慮した安定計算によって盛土の

り面を検討することが望ましく、特に渓流等における高さ 15 メートル以上の盛

土は、間げき水圧を考慮した安定計算を標準とする。安定計算に当たっては、盛

土の下部又は側方からの浸透水による水圧を間げき水圧とし、必要に応じて、雨

水の浸透によって形成される地下水による間げき水圧及び盛土施工に伴って発

生する過剰間げき水圧を考慮すること。 

      また、これらの間げき水圧は、現地の状況等を踏まえ、適切に推定することが

望ましい。 

      なお、十分締固めた盛土では液状化等による盛土の強度低下は生じにくいが、

火山灰質土等の締固め難い材料を用いる盛土や、渓流等における高さ 15メート

ル超の盛土については液状化現象を考慮し、液状化判定等を実施する。 

（エ）最小安全率 
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      盛土のり面の安定に必要な最小安全率(Fs)は、盛土施工直後において、 

Fs≧１．５であることを標準とする。 

  また、地震時の安定性を検討する場合の安全率は、大地震時に Fs≧１．０ 

とすることを標準とする。なお、大地震時の安定計算に必要な水平震度は 

０．２５に建築基準法施行令第８８条第１項に規定する Zの数値を乗じて得た数 

値とする。 

 

（10）盛土全体の安定性の検討 

ア 造成する盛土の規模が、次に該当する場合は、盛土全体の安定性を検討すること。 

（ア）谷埋め型大規模盛土造成地 

      盛土をする土地の面積が３，０００㎡以上であり、かつ、盛土をすることによ

り、当該盛土をする土地の地下水が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の

内部に侵入することが想定されるもの。 

（イ）腹付け型大規模盛土造成地 

      盛土をする前の地盤面が水平面に対し２０度以上の角度をなし、かつ、盛土の

高さが５ｍ以上となるもの。 

イ 検討に当たっては、次の各事項に十分留意すること。ただし、安定計算の結果の

みを重視して盛土形状を決定することは避け、近隣又は類似土質条件の施工実績、

災害事例などを十分参照すること。 

（ア）安定計算 

      谷埋め型大規模盛土造成地の安定性については、二次元の分割法により検討す

ることを標準とする。ただし、渓流等における盛土は、（11）を参照すること。 

      腹付け型大規模盛土造成地の安定性については、二次元の分割法のうち簡便法

により検討することを標準とする。 

（イ）設計強度定数 

      安定計算に用いる粘着力及び内部摩擦角の設定は、盛土に使用する土を用いて、

現場含水比及び現場の締固め度に近い状態で供試体を作成し、せん断試験を行う

ことにより求めることを原則とする。 

（ウ）間げき水圧 

      盛土の施工に際しては、適切に地下水排除工を設けることにより、盛土内に間

げき水圧が発生しないようにすること。 

しかし、造成区域内における地下水位又は間げき水圧の推定は未知な点が多く、

これらは、のり面全体の安全性に大きく影響を及ぼす。このため、地下水及び降
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雨時の浸透水の集中により間げき水圧が上昇することが懸念される盛土では、間

げき水圧を考慮した安定計算によって盛土のり面の安定性を検討すること。安定

計算に当たっては、盛土の下部又は側方からの浸透水による水圧を間げき水圧と

し、必要に応じて、雨水の浸透によって形成される地下水による間げき水圧及び

盛土施工に伴って発生する過剰間げき水圧を考慮する。 

      また、これらの間げき水圧は、現地の状況等を踏まえ、適切に推定することが

望ましい。 

      なお、十分締固めた盛土では液状化等による盛土の強度低下は生じにくいが、

火山灰質土等の締固め難い材料を用いる盛土や、渓流等における高さ 15ｍ超の

盛土については液状化現象を考慮し、液状化判定等を実施する。 

（エ）最小安全率 

      盛土の安定については常時の安全性を確保するとともに、地震時の安定性を検

討する場合の安全率は、大地震時に Fs≧１．０とすることを標準とする。 

なお、大地震時の安定計算に必要な水平震度は、０．２５に建築基準法施行令

第８８条第１項に規定する Zの数値を乗じて得た数値とする。 

 

（11）渓流等における盛土 

   渓流等における盛土は、盛土内にまで地下水が上昇しやすく、崩壊発生時に渓流を

流下し大規模な災害となりうることから、慎重な計画が必要であり、極力避ける必要

がある。やむを得ず、渓流等に対し盛土を行う場合には、原地盤及び周辺地盤の地形、

地質、土質、湧水及び地下水等の現地状況を調査し、土砂流出に対する盛土の安全性

や盛土周辺からの地表水や地下水等に対する盛土の安全性等の検討を行い、通常の盛

土の規定に加え、次の措置を講ずる必要がある、また、渓流等に限らず、湧水やその

痕跡が確認される場合においても、渓流等における盛土と同様な措置を講ずる必要が

ある。 

   なお、渓流等の範囲は、渓床 10度以上の勾配を呈し、0次谷を含む一連の谷地形で

あり、その底部の中心線からの距離が 25ｍ以内の範囲を基本とする。 

ア 盛土高 

盛土の高さは 15ｍ以下を基本とし、（9）に示す安定計算時の措置を行う。ただし、

盛土の高さが 15ｍを超える場合は、次のとおりとする。 

（ア）より詳細な地質調査、盛土材料調査、土質試験等を行った上で二次元の安定

計算を実施し、基礎地盤を含む盛土の安全性を確保しなければならない。 

（イ）間げき水圧を考慮した安定計算を標準とする。（（9）を参照） 
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（ウ）液状化判定等を実施する。（（9）を参照） 

（エ）渓流等に対し高さ 15ｍを超え、かつ５万㎥を超える盛土は、二次元の安定計

算に加え、三次元の変形解析や浸透流解析等（以下「三次元解析」という。）

により多角的に検証を行うことが望ましい。ただし、三次元解析を行う場合に

は、より綿密な調査によって解析条件を適切に設定しなければ、その精度が担

保されないこと、結果の評価には高度な技術的判断を要することに留意する必

要があることや、綿密な調査の結果等から、二次元の変形解析や浸透流解析等

（以下「二次元解析」という。）での評価が適当な場合には、二次元解析を適

用する。 

イ のり面処理 

（ア）のり面の下部については、湧水等を確認するとともに、その影響を十分に検

討し、必要に応じて、擁壁等の構造物を検討するものとする。 

（イ）のり面は、必ず植生等によって処理するものとし、裸地で残してはならない。 

（ウ）のり面の末端が流れに接触する場合には、のり面は、盛土の高さにかかわら

ず、豪雨時に想定される水位に対し十分安全を確保できる高さまで構造物で処

理しなければならない。 

ウ 排水施設 

盛土等を行う土地に流入する渓流等の流水は、盛土内に浸透しないように、原

則として開水路によって処理し、地山からの侵出水のみ暗きょ工にて処理するも

のとする。また、渓流を埋め立てる場合には、本川、支川をとわず在来の渓床に

必ず暗きょ工を設けなければならない。 

    エ 工事中及び工事完了後の防災 

      工事中の土砂の流出や河川汚濁を防止するため、防災ダムや沈泥池等を設ける

必要がある。また、工事完了後の土砂の流出を防止するため沈砂池を設けなけれ

ばならない。防災ダムは、工事中に土砂の流出がない場合には、工事完了後、沈

砂池として利用できる。 

 

（12）崖面以外の地盤面に講ずる措置 

開発事業等に伴って生じる地盤面は、植生が失われ裸地となることにより、風化や

雨水等による侵食や洗掘が生じやすい。侵食や洗掘が進行した場合、崩壊が生じる可

能性がある。このため崖面以外の地盤面についても、浸食や崩壊を防止するため、排

水施設等の設置により適切に排水を行うとともに、植生工等により地盤面を保護する

必要がある。 
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特に、太陽光発電施設等の施設が設置される地盤については、施設の設置に伴う雨

水の流出量の増大等が生じ、侵食を生じやすくなることが想定されるため、十分な検

討を行うことが大切である。 

なお、次の各事項に該当するものは、地盤面の保護を要さない。 

① 排水勾配を付した盛土等の上面 

② 道路の路面の部分その他の地盤面を保護する必要がないことが明らかなもの 

   ③ 農地等で植物の生育が確保される地盤面 
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２ 擁壁の構造 

がけ面に設置する擁壁の構造は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は練積

み造（石積み、コンクリートブロック積み）とすること。 

    なお、構造計算などにおいて本基準に示されていない事項については、｢盛土等防災

マニュアルの解説｣を参考にすること。 

（１）鉄筋、無筋コンクリート造擁壁の構造 

ア 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造擁壁の設計に当たっては、土質条

件、荷重条件などの設計条件を的確に設定した上で常時及び地震時における擁壁

の要求性能を満足するように、次の各項目について安全性を検討するものとする。 

       ただし、地震時の検討においては、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第８

条に基づく擁壁又は、都市計画法施行規則第２７条第２項に基づく擁壁に限る。 

（ア）土圧、水圧、自重など（以下｢土圧など｣という。）によって擁壁が破壊されな

いこと。 

（イ）土圧などにより擁壁が転倒しないこと。     

（ウ）土圧などにより擁壁の基礎がすべらないこと。  

（エ）土圧などにより擁壁が沈下しないこと 

 

        擁壁の安定計算における安全率（FS）及び地盤の支持力度 

      擁壁の安定計算における安全率及び地盤の支持力度は、次のとおりとする。 

 常時 中地震時 大地震時 

部材応力 

長期許容応力度

以内 

短期許容応力度

以内 

終局耐力※（設計基準

強度及び基準強度）

以内 

転倒 FS ≧１.５ － FS ≧１.０ 

滑動 FS ≧１.５ － FS ≧１.０ 

支持力 FS ≧３.０ － FS ≧１.０ 

   ※終局耐力とは、曲げ、せん断、付着割裂などの終局耐力をいう。 

 

（オ）擁壁に作用する土圧の水平成分によるすべりに対しては、突起を設けなくて

も安全であるよう設計することが望ましいが、やむを得ず擁壁底版に突起を設

ける場合は次によること。 

ａ 突起の高さは底版幅に対して０．１０～０．１５の範囲内とする。 

ｂ 底版幅は、突起なしでもすべりに対する安全率１．０を確保できる幅とす

る。 

ｃ 突起の位置は、擁壁背面側（後方）に設ける。 
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ｄ 突起は硬質地盤（堅固な地盤や岩盤）に対して適用することを原則とする。

（軟質地盤では突起があっても、通常の基礎下部の施工条件の場合には、せ

ん断面が突起なしの場合と大きく変わらないため） 

ｅ 突起は堅固な地盤や岩盤に対して、これらの地盤を乱さないように、また

周辺地盤との密着性を確保するように施工すること。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 設計条件の設定 

（ア）外力の設定 

土の単位体積重量、内部摩擦角などの土質条件、土圧、水圧、自重などの荷

重条件及び鋼材・コンクリートなどの擁壁部材の許容応力度、地盤の許容応力

度などを適切に設定しなければならない。 

ａ 土質条件 

土質定数は、原則として土質調査・原位置試験に基づき求めたものを使用

する。 

ただし、これによることが適当でない場合や、小規模な宅地造成において

は、表１及び表２を用いることができる。 

     表１ 

土     質 
単位体積重量 
（ｋＮ／㎥） 

土圧係数※ 

砂 利 又 は 砂 １８ ０．３５ 

砂   質   土 １７ ０．４０ 

シルト、粘土又はそれらを多量に含む土 １６ ０．５０ 

※ 土圧係数は、背面土の勾配を９０度以下、余盛などの勾配及び高さをそれぞ

れ３０度以下及び１ｍ以下とし、かつ擁壁の上端に続く地盤面などには積載荷

重がない条件に合致する場合に用いることができる。 

   

 

 

（やわらかい地盤） 

※せん断面は深い位置に生じる 

（硬質地盤） 

※突起部にせん断が生じる 
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表２ 

土     質 摩擦係数 

岩、岩屑、砂利又は砂 ０．５ 

砂  質  土 ０．４ 

シルト、粘土又はそれらを多量に含む土 

（擁壁の基礎底面から少なくとも１５ｃｍまでの深さの土

を砂利又は砂に置き換えた場合に限る。） 

０．３ 

 

ｂ 荷重条件 

擁壁の設計に用いる荷重については、擁壁の設置箇所の状況などに応じて

必要な荷重を適切に設定すること。 

（ａ）土圧 

① 土圧の計算は、ランキン、クーロン、テルツアギなどの各理論によるこ

と。 

② 擁壁に作用する土圧は、裏込め地盤の土質や擁壁の形状などに応じて、

実状にあわせて算出することを原則とする。 

     また、盛土の場合でこれによることが困難な場合や、小規模な宅地造

成において表１の値を用いることができる。 

③ 裏込土の内部摩擦角として、３０度を超えるものを使用する場合は、

その根拠となる土質調査試験の結果を添付すること。 

（ｂ）水圧 

水圧は、擁壁の設置箇所の地下水位を想定して擁壁背面に静水圧として

作用させるものとするが、水抜穴などの排水処理を規定どおり行い、地下

水位の上昇が想定されない場合は、考慮しなくてもよい。 

（ｃ）自重 

         擁壁の設計に用いる自重は、躯体重量のほか、逆Ｔ型、Ｌ型擁壁などの

片持ちばり式擁壁の場合には、仮想背面のとり方によって計算上の擁壁

の自重が異なるので注意すること。 

         （単位体積重量） 

材          料 
単位体積重量 
（ｋＮ／㎥） 

コ ン ク リ ー ト ２３ 

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト ２４ 

（ｄ）地震時荷重 

擁壁自体の自重に起因する地震時慣性力と裏込め土の地震時土圧を考
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慮する。ただし、設計に用いる地震時荷重は、地震時土圧による荷重、

又は擁壁の自重に起因する地震時慣性力に常時の土圧を加えた荷重のう

ち大きい方とする。なお、表１及び表２を用いる場合は、擁壁の自重に

起因する地震時慣性力と表１の土圧係数を用いるものとする。 

（ｅ）積載荷重 

擁壁の設置箇所の実状に応じて、建築物、工作物、積雪などによる積載

荷重を考慮する。 

          （参考） 

           住宅地（木造平屋）   ５ｋＮ／㎡ 程度 

              （木造２階建） １０ｋＮ／㎡ 程度 

           道 路        １０ｋＮ／㎡ 程度 

（ｆ）フェンス荷重 

擁壁の天端にフェンスを直接設ける場合は、実状に応じて、適切なフ

ェンス荷重を考慮する。なお、宅地擁壁の場合は、擁壁天端より高さ１．

１ｍの位置に Pf＝１ｋＮ／ｍ程度の水平荷重を作用させる。 

（イ）外力の作用位置と壁面摩擦角など 

ａ 土圧などの作用面と壁面摩擦角など 

土圧の作用面は原則として躯体コンクリート背面とし、壁面摩擦角は土

とコンクリートの場合は、常時において２φ／３を用いる（φ：土の内部

摩擦角）。ただし、擁壁背面に石油系素材の透水マットを使用した場合には、

壁面摩擦角をφ／２とする。また、地震時においては透水マットの有無に

かかわらず、φ／２とする。 

ｂ 土圧などの作用点 

        土圧合力の作用位置は、土圧分布の重心位置とする。 

（ウ）擁壁部材（鋼材及びコンクリート）の許容応力度 

鋼材及びコンクリートの許容応力度について、以下のとおり建築基準法施行

令を準用する。 

ａ 鋼材の許容応力度は、建築基準法施行令第９０条による。 

ｂ コンクリートの許容応力度は、建築基準法施行令第９１条による。また、

重力式擁壁などの無筋コンクリート造擁壁が、地震時において壁体内部に

引張力が発生する場合のコンクリートの許容引張応力度は、許容圧縮応力

度の１／１０を目安とすることができる。 

（エ）基礎地盤の許容応力度（許容支持力度） 

      建築基準法施行令第９３条及び第９４条に基づいて定めた値を採用する。 
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（オ）地震力 

地震時の標準設計水平震度は、中規模地震動で０．１８、大規模地震動で 

０．２３とする。 

（カ）底版と基礎地盤の摩擦係数 

擁壁底面と基礎地盤の摩擦係数は、表２によること。ただし、基礎地盤の土質

試験などの結果による内部摩擦角を用いる場合には、表２にかかわらず摩擦係数

の値は０．６を上限としてｔａｎφ（プレキャストコンクリートの場合はｔａｎ

２／３φ）を用いることができる。（φ：内部摩擦角） 

ウ その他 

（ア）根入れの深さは、原則として擁壁の高さの１５/１００（その値が３５ｃｍに

満たないときは３５ｃｍ）以上とすること。 

      ただし、基礎地盤が｢別表 練積み造擁壁の各部の構造寸法表｣における第三種

相当（以下、｢軟弱な場合｣という。）の場合は、擁壁の高さの２０/１００（その

値が４５ｃｍに満たないときは４５ｃｍ）以上とすること。 

（イ）無筋コンクリートの４週圧縮強度は、１ｍｍ２につき１８Ｎ以上であること。 

（ウ）擁壁には、その裏面の排水を良くするため、壁面の面積３㎡以内ごとに少なく

とも１個の内径が７．５ｃｍ以上の陶管その他これに類する耐水性の材料を用い

た水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜き穴の周辺その他必要な場所には、砂

利その他の資材を用いて透水層を設けなければならない。 

（エ）建設省制定の土木構造物標準設計を使用する場合で当該標準設計に定められて

いる各数値が土質試験などにより確かめられたものは構造計算書を省略するこ

とができる。 

ただし、宅地部分に使用する場合であって、地震時の検討が必要な場合は、地

震時を考慮しているか、設計条件を確認すること。 

（オ）もたれ式擁壁は、次の条件のもと使用することとする。 

ａ もたれ式は、地山あるいは裏込め土などによって支えられながら、自重に

より土圧に抵抗する型式のものであるため、設計の考え方は重力式擁壁に準

じて取り扱うこと。 

      ｂ 切土に用いること。 

      ｃ 擁壁の高さは５ｍ以下とすること。 

（２）練積み造擁壁の構造 

ア 石材その他の組積材は、控え長さが３０ｃｍ以上のものを使用し、コンクリート

を用いて一体化を図るとともに、その背面を栗石砂利で有効に裏込めすること。 



16 

 

イ 練積み造擁壁の設計基準 

（ア）宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第 10条の規定に基づく練積み造擁壁の

構造基準 

ａ 擁壁各部の構造寸法は、背面土の種類などにより別図及び別表によること。 

ｂ 胴込め又は裏込めに用いるコンクリートの４週圧縮強度は、１ｍｍ２につ

き１８Ｎ以上であること。 

ｃ 水抜き穴は、内径７．５ｃｍ以上の陶管その他これに類する耐水材料を用

い、３㎡以内ごとに１個以上有効な位置に設けること。 

ｄ 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁には一体の鉄筋コンクリ

ート造又は無筋コンクリート造で擁壁のすべり及び沈下に対して安全であ

る基礎を設けること。 

ｅ コンクリートブロックについては、ＪＩＳ Ａ ５３７１に規格された

（施工面積１㎡当たり３５０ｋg以上）ブロックを使用するものとし、その

認定書を添付すること。 

ｆ その他のコンクリートブロックの使用については、次の品質について公的

機関の証明書を添付したものであること。 

      （ａ）コンクリートブロックの４週圧縮強度は、１ｍｍ２につき１８Ｎ以上で

あること。 

（ｂ）コンクリートブロックに用いるコンクリートの比重は、２．３以上で

あり、かつ、擁壁に用いるコンクリートブロックの重量は壁面１㎡につ

き３５０ｋｇ以上（ただし、コンクリートブロックのみを積み上げた状

態）であること。 

（ｃ）コンクリートブロックは、相当数の使用実績を有し、かつ、構造耐力

上支障のないものであること。 

ｇ 擁壁を設置する場所の土質が、支持地盤として設計条件（地耐力）を満足

するか否かを地盤調査などにより確かめること。また、基礎は直接基礎とし、

良質な支持層上に設けることを原則とするが、地耐力が不足する場合は地盤

改良などを検討すること。 
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別図 練積み造擁壁の標準断面図（単位：ｍｍ） 

 （１）盛土の場合 

 

（２）切土の場合 
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ｂ 
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 標準工事仕様 

    組積材：ＪＩＳ Ａ ５３７１に規格されたブロック（控え３００ｍｍ以上、１㎡

当たり３５０ｋｇ以上）、間知石など 

    胴込め・裏込めコンクリート：Fc＝18Ｎ／ｍｍ２以上 

    水抜きパイプ：硬質塩化ビニールパイプ（φ７５以上３㎡当たり１本以上） 

 裏込材：再生骨材、栗石・砂利又は砕石（ＲＣ－４０、Ｃ－４０） 
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別表 練積み造擁壁の各部の構造寸法表 

 
注１ 土質調査などを行い、土質を決定すること。 

注２ 別表において、想定したがけの状況は、擁壁上端に続く地表面が水平で、擁壁に作

用する載荷重は５ｋＮ/㎡程度である。なお、載荷重については、実状に応じて考慮

すること。 

注３ 別表の第二種に該当する土質及び構造においては、それぞれの高さに応じて、下記

の表に示す必要地耐力以上の地盤に基礎を設置すること。なお、想定条件以外の場合

は、別途検討の上、必要地耐力以上の地盤に基礎を設置すること。 

 

盛土 切土

2m以下 40cm以上

2mを超え3m以下 50cm以上

2m以下 40cm以上

2mを超え3m以下 45cm以上

3mを超え4m以下 50cm以上

3m以下 40cm以上

3mを超え4m以下 45cm以上

4mを超え5m以下 60cm以上

2m以下 50cm以上

2mを超え3m以下 70cm以上

2m以下 45cm以上

2mを超え3m以下 60cm以上

3mを超え4m以下 75cm以上

2m以下 40cm以上

2mを超え3m以下 50cm以上

3mを超え4m以下 65cm以上

4mを超え5m以下 80cm以上

2m以下 85cm以上

2mを超え3m以下 90cm以上

2m以下 75cm以上

2mを超え3m以下 85cm以上

3mを超え4m以下 105cm以上

2m以下 70cm以上

2mを超え3m以下 80cm以上

3mを超え4m以下 95cm以上

4mを超え5m以下 120cm以上

H:擁壁の地上高さ

60cm以上
かつ

0.20Ｈ以上
30cm以上

65度以下

70度を超
え75度以

下

65度を超
え70度以

下

65度以下

70cm以上

40cm以上

45cm以上
かつ

0.20Ｈ以上

裏　　栗

勾配 高さ（H）
下端部分の厚さ（b）上端の

厚さ（T)
根入れの
深さ（D）

65度を超
え70度以

下

65度以下

土　　質 下端部分の
厚さ（B）

擁　　壁

35cm以上
かつ

0.15Ｈ以上

第
二
種

真砂土，関
東ローム，
硬質粘土そ
の他これら
に類するも
の

第
三
種

その他の土
質

70度を超
え75度以

下

第
一
種

岩，岩屑，
砂利又は
砂利混じり
砂

70度を超
え75度以

下

65度を超
え70度以

下
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（イ）宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第 17条の規定に基づく練積み造擁壁の

構造基準 

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第 17 条の規定に基づき、胴込めコンク

リートを用いて充填するコンクリートブロック練積み造擁壁は、次のａ～iに定

めるところによる場合においては、同令第 10条の規定による練積み造の擁壁と

同等以上の効力があると認める。 

ａ コンクリートブロックの４週圧縮強度は、１ｍｍ２につき１８Ｎ以上であ

ること。 

      ｂ 胴込めに用いるコンクリートの４週圧縮強度は、１ｍｍ２につき１５Ｎ以

上であること。 

ｃ コンクリートブロックに用いるコンクリートの比重が２．３以上であり、

かつ、擁壁に用いるコンクリートブロックの重量は、壁面 1㎡につき３５０

ｋｇ以上であること。 

ｄ コンクリートブロックは、相当数の使用実績を有し、かつ、構造耐力上支

障のないものであり、その形状は、胴込めに用いるコンクリートによって擁

壁全体が一体性を有する構造となるものであり、かつ、その施工が容易なも

のであること。 

ｅ 擁壁の壁体曲げ強度は、１ｍｍ２につき１.５Ｎ以上であること。 

ｆ 擁壁の勾配及び高さは、擁壁の背面土の内部摩擦角及びコンクリートブロ

ックの控え長さに応じ、別表に定める基準に適合し、かつ、擁壁上端の水平

面上の載荷重は１㎡につき５ｋＮを超えていないこと。 

ｇ 擁壁を岩盤に接着して配置する場合を除き、擁壁前面の根入れ深さは擁壁

の高さの１００分の２０(その値が４５ｃｍに満たないときは、４５ｃｍ)

以上とし、かつ、擁壁には、一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリー

ト造で擁壁のすべり及び沈下に対して安全である基礎を設けること。 

高さ 種別 θ≦65度
盛土
切土
盛土
切土
盛土
切土
盛土
切土

表 　擁壁高さと勾配に応じた必要地耐力（ｋＮ／㎡）
65度＜θ≦70度 70度＜θ≦75度

2 75 75 75

3 75 75 75

4 100 100 －

5 125 － －
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ｈ 擁壁が曲面又は折面をなす部分で必要な箇所、擁壁の背面土又は擁壁が設

置される地盤の土質が著しく変化する箇所など破壊のおそれのある箇所に

は、鉄筋コンクリート造の控え壁又は控え柱を設けること。 

ｉ 擁壁の背面には、排水を良くするため、栗石、砂利などで有効に裏込め

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）大臣認定擁壁を使用する場合には、大臣認定書の写しを添付し、かつ、構造につ

いては、その仕様によること。 

（４）擁壁の基礎が盛土上に設置された場合は、転圧、良質土の搬入などの施工は特に

入念に行うこと。 

擁壁の背面土 

の内部摩擦角 

コンクリート 

ブロックの控え長さ 

(単位ｃｍ) 

擁 壁 

勾 配 高さ(単位ｍ) 

２０度以上 

３０度未満 

３０以上３５未満 
６５度以上７５度未満 １以下 

６５度未満 １．５以下 

３５以上４５未満 

７０度以上７５度未満 １以下 

６５度以上７０度未満 １．５以下 

６５度未満 ２以下 

４５以上 

７０度以上７５度未満 １．５以下 

６５度以上７０度未満 ２以下 

６５度未満 ２．５以下 

３０度以上 

４０度未満 

３０以上３５未満 

７０度以上７５度未満 １．５以下 

６５度以上７０度未満 ２以下 

６５度未満 ３以下 

３５以上４０未満 

７０度以上７５度未満 １．５以下 

６５度以上７０度未満 ２．５以下 

６５度未満 ３．５以下 

４０以上４５未満 

７０度以上７５度未満 ２以下 

６５度以上７０度未満 ３以下 

６５度未満 ４以下 

４５以上 

７０度以上７５度未満 ２以下 

６５度以上７０度未満 ３以下 

６５度未満 ４．５以下 

４０度以上 

３０以上３５未満 

７０度以上７５度未満 ２以下 

６５度以上７０未満 ３．５以下 

６５度未満 ５以下 

３５以上４０未満 

７０度以上７５度未満 ２．５以下 

６５度以上７０度未満 ４．５以下 

６５度未満 ５以下 

４０以上４５未満 
７０度以上７５度未満 ３以下 

７０度未満 ５以下 

４５以上 
７０度以上７５度未満 ３．５以下 

７０度未満 ５以下 
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（５）擁壁の基礎地盤面に１００ｋＮ／㎡を超える応力度（常時）が生じる場合には、当

該応力などが土質試験、載荷試験などに基づく当該地盤の許容応力度を超えないこと

を確かめること。 

（６）斜面上に擁壁を設置する場合には、次図のように擁壁基礎前端より擁壁の高さの 

０．４Ｈ以上で、かつ１．５ｍ以上だけ土質に応じた勾配線（θ）より後退し、その

部分はコンクリート打ちなどにより風化侵食のおそれのない状態にする。 

     

表 土質別角度（θ） 

背面土質 

軟岩（風化の著

しいものを除

く） 

風化の著しい

岩 

砂利、真砂土、

関東ローム、硬

質粘土その他

これらに類す

るもの 

盛土又は腐植

土 

角度（θ） ６０度 ４０度 ３５度 ２５度 

 

（７）伸縮継目は、原則として擁壁長さ 20ｍ以内ごとに 1 箇所設け、特に地盤条件の変

化する箇所、擁壁高さが著しく異なる箇所、擁壁の材料・工法を異にする箇所は、

有効に伸縮継目を設け、基礎部分まで切断する。また、擁壁の屈曲部においては、

伸縮継目の位置を隅角部から擁壁の高さの分だけ避けて設置する。 

（８）擁壁（練積み造擁壁、鉄筋コンクリート造擁壁、無筋コンクリート造擁壁（背面

に勾配を付けた場合は除く。））の屈曲する箇所は、隅角をはさむ二等辺三角形の部

分を鉄筋及びコンクリートで補強すること（二等辺の一辺の長さは、擁壁の高さ３

 
0.4H 以上で 
かつ 1.5ｍ以上 H 

コンクリート打ち 
厚さ 5ｃｍ～10ｃｍ 

θ 

100

15
H 以上かつ 35ｃｍ以上 

または 

100

20
H 以上かつ 45ｃｍ以上 

（「別表 練積み造擁壁の各部の

構造寸法表」における第三種相当

の場合） 
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ｍ以下で５０ｃｍ以上、３ｍを超えるもので６０ｃｍ以上とする。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （９）上下に分離された練積み造擁壁の構造寸法の算出 

表 土質別角度（θ） 

背面土質 

軟岩（風化の

著しいものを

除く） 

風化の著し

い岩 

砂利、真砂土、関東ロー

ム、硬質粘土その他これ

らに類するもの 

盛土または

腐植土 

角度（θ） ６０度 ４０度 ３５度 ２５度 

（10）図に示す擁壁で表のθ角度内に入っていないものは、二段の擁壁とみなされるので一

体の擁壁として設計を行うこと。なお、上部擁壁が表のθ角度内に入っている場合は、

別個の擁壁として扱うが、水平距離を０．４Ｈ以上かつ１．５ｍ以上離さなければなら

ない。 

 a 

b 

c 

h1 

h 

 

H≦5m 

GL 

θ：土質別角度 

下段擁壁は，Ｈを擁壁の高さとし,

擁壁の勾配及びｃ（下端部の厚さ）

を決める。 

ｂの寸法はａ，ｃ，ｈ，ｈ１の関

係による比例配分により算出す

る。 

上段擁壁は，ｈ１を擁壁の高さと

し，擁壁の寸法等を決める。 

下段擁壁 

上段擁壁 
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ｈ： H以上かつ 35ｃｍ以上 または H以上かつ 45ｃｍ以上 

（基礎地盤が｢別表 練積み造擁壁の各部の構造寸法表｣における第三種相当の土質） 

表 土質別角度（θ） 

背面土質 

軟岩（風化の

著しいものを

除く） 

風化の著し

い岩 

砂利、真砂土、関東ロー

ム、硬質粘土その他これ

らに類するもの 

盛土または

腐植土 

角度（θ） ６０度 ４０度 ３５度 ２５度 

（11）擁壁上部に斜面がある場合は、土質に応じた勾配線が斜面と交差した点までの垂直

高さをがけ高さと仮定し、擁壁はその高さに応じた構造とすること。 

 

  

 

 

 

 

 

表 土質別角度（θ） 

背面土質 

軟岩（風化の著

し い も の を 除

く） 

風化の著し

い岩 

砂利、真砂土、関東ローム、

硬質粘土その他これらに類

するもの 

盛土または腐

植土 

角度（θ） ６０度 ４０度 ３５度 ２５度 

 

 

 

100

20

100

15

 

θ：土質別角度 

H 
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(12)  崖面崩壊防止施設 

 盛土又は切土をした土地の部分に生ずるがけ面に擁壁を設置することとした場合

に、当該盛土又は切土をした後の地盤の変動、当該地盤の内部への地下水の浸入その

他の当該擁壁が有するがけの安定を保つ機能を損なうものとして次の事象が生ずる

おそれが特に大きいと認められるときは、当該擁壁に代えて、崖面崩壊防止施設を設

置し、これらのがけ面を覆うこと。 

（ア） 盛土又は切土をした後の地盤の変動 

（イ） 盛土又は切土をした後の地盤の内部への地下水の進入 

（ウ） 上記（ア）、（イ）の他、擁壁が有するがけの安定を保つ機能を損なう事象 

ア 崖面崩壊防止施設は、次のいずれにも該当するものでなければならない。 

（ア） 前出の事象が生じた場合においてもがけ面と密着した状態を保持することがで

きる構造であること。 

（イ） 土圧等によって損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造であること。 

（ウ） その裏面に浸入する地下水を有効に排除することができる構造であること。 

イ 基本的な考え方 

崖面崩壊防止施設は、地盤の変動が生じた場合においてもがけ面と密着した状態を

保持することができ、地下水を有効に排除することが可能な構造を有する。本施設は、

対象のがけ面において、基礎地盤の支持力が小さく不動沈下等により擁壁設置後に壁

体に変状が生じてその機能及び性能の維持が困難となる場合や、地下水や浸透水等を

排除する必要がある場合等に、擁壁に代えて設置する。ただし、住宅建築物を建築す

る宅地の地盤に用いられる擁壁の代替施設としては利用できない。 

崖面崩壊防止施設は、擁壁と同様に、土圧等により損壊、転倒、滑動又は沈下しな

い構造とする。また、崖面崩壊防止施設の設置に当たっては、大量の土砂等の固定や

その他の工作物の基礎とする等で過大な土圧が作用する場合や、保全対象に近接する

等で重要な施設に位置づけられる場合等は、適用性を慎重に判断する必要がある。 

ウ 種類 

崖面崩壊防止施設の工法は、鋼製枠工や大型かご枠工、ジオテキスタイル補強土壁

工等がある。崖面崩壊防止施設の選定に当たっては、開発事業等実施地区の適用法令、

設置箇所の自然条件、施工条件、周辺の状況等を十分に調査するとともに、関係する

技術基準等を考慮し、崖面崩壊防止施設に求められる安全性を確保できるものを選定

しなければならない。また、その構造上、過大な土圧が発生する場合や、保全対象に

近接する場合等は適用性が低いことに注意が必要である。 

特に、施工箇所と保全対象との位置関係等について調査し、必要な強度、耐久性等
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その安全性について十分な検討が必要である。 

表 各工法の特徴 

 工法概要 特徴 適用条件 

鋼

製

枠

工 

鋼材で組み上げられた枠内

を栗石等で中詰した構造物籠

詰した状態での重量と幅によ

り、のり面の崩壊等を防止する

ものである。大型かご枠工に比

べて自由度はやや劣るが、部材

の継手の組み合わせにより、複

雑な地形の変化にもある程度

柔軟に対応できる。鋼製枠及び

栗石の高い透水性により、背面

の地下水や浸透水等の排除に

特に有効である。 

強固な枠構造を持つ剛体として重

力式擁壁に類似した構造特性を有す

ため、大型かご枠に比べて耐土圧性が

高い構造物である。 

一方で、不同沈下等の基礎地盤の変

形に対する追随性も有し、構造上許容

する範囲において変形するので、基礎

地盤が軟弱な場合や不規則な土圧等

を受けるような箇所で、地下水や浸透

水等の影響があり高い透水性が求め

られる場合に適している。なお、中詰

材料は現地で調達することもできる

ため、経済的利点があるほか、施工が

容易であるため工期の短縮、省力化が

図られる。 

壁面勾配 1:0.3 

以上、落石等で

枠材の破損によ

る中詰材料の流

亡が懸念される

ため必要に応じ

て落石対策等の

対応が必要とな

る。 

大

型

か

ご

枠

工 

鉄線と鋼材、棒鋼でくみ上げ

られた籠内を栗石等で中詰し

た構造物であり、籠詰した状態

での重量と幅により、のり面の

崩壊等を防止するものである。

かご枠自体は鉄線のため耐土

圧性はやや低いが、連結するこ

とにより一体とした構造の保

持が可能である。かご枠及び栗

石の高い透水性により、背面の

地下水や浸透水等の排除に特

に有効である。 

不同沈下等の基礎地盤の変形に対

する追随性も有し、構造上許容する範

囲において変形するので、基礎地盤が

軟弱な場合や不規則な土圧等を受け

るような箇所で、地下水や浸透水等の

影響があり高い透水性が求められる

場合に適している。なお、中詰材料は

現地で調達することもできるため、経

済的利点があるほか、施工が容易であ

るため工期の短縮、省力化が図られ

る。 

壁面勾配 1:1.0 

以上、落石等で

鋼線の破損によ

る中詰材料の流

亡が懸念される

ため必要に応じ

て落石対策等の

併用が必要とな

る。 
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 工法概要 特徴 適用条件 

ジ

オ

テ

キ

ス

タ

イ

ル

補

強

土

壁

工 

盛土内に敷設した補強材と

鉛直または鉛直に近い壁面材

とを連結し、壁面材に作用する

土圧と補強材の引抜き抵抗力

が釣り合いを保つことにより、

安定を保つ土工構造物を言う。

そのうち、補強材に織布や不織

布、化学繊維を合成した高強度

な網目状の織物等の高透水な

材料を使用したものがジオテ

キスタイル補強土壁工である。

ジオテキスタイル補強土壁工

は、一般的に排水施設が設置さ

れるが、地山からの湧水等の地

下水の影響が大きい場合は、排

水施設の機能を強化する必要

がある。 

基礎地盤や背面地盤の変形にある

程度追従できる構造となっている一

方で、構成枠工や大型かご枠工に比べ

て相対的に大きい土圧に抵抗できる

構造を有す。特殊な施工機械を用いな

くとも構築可能な都市部や山間部等

の用地制約がある場所に適している。

また、壁面材に鋼製枠やブロックを用

いた場合、植生により壁面を緑化し、

景観に配慮できる。 

1:0.6 より急

勾配、壁面材を

設置するため湧

水等の影響を受

ける場合は十分

な排水施設を設

置である。 

 

エ 選定に当たっての留意事項 

崖面崩壊防止施設の選定に当たって次表に示す工種ごとの特性を参考に選定すると

よい。 

代表工種 鋼製枠工 大型かご枠工 ジオテキスタイル補強土壁工 

変形への追従性 中程度 高い 中程度 

耐土圧性 相対的に小さい土圧 相対的に中程度の土圧 

 

透水性 

高い 

（中詰材を高透水性材料とするこ

とで施設全面からの排水が可能） 

中程度 

（一般に排水施設を設置する） 

このほか、崖面崩壊防止施設の選定に当たっては以下事項に留意が必要である。 

（ア） 関係基準に適合した工種、構造の適用 

   崖面崩壊防止施設は、その構造特性上、山地・森林等で想定される湧水が多く

発生する箇所や、脆弱な地盤が分布し擁壁等の適用が困難となる箇所で適用され

ることが想定されるため、適用に当たっては、盛土等防災マニュアルのみならず、

治山技術基準や軟弱地盤対策工指針等の関係する技術基準に準拠の上、適切な工

種選定や施設の構造検討を行うこと。 

（イ） 土地の利用用途や保全対象との位置関係に応じた適用 

崖面崩壊防止施設は一定の変形を許容する施設であるため、住宅地等の変形が

許容されない土地利用のための造成では、擁壁の代替施設として適用できない。

また、道路等の保全対象に近接して計画する場合は、必要な強度、耐久性等その

安全性について十分な検討を行ったうえで、適用性について慎重に判断する必要

がある。 
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なお、崖面崩壊防止施設の適用性が低いと判断された場合は、湧水や地盤の脆

弱性等の問題を地盤改良や追加排水対策等により改善したうえで、擁壁工を適用

する等の対応を行うこと。 

（ウ） 地盤の変形への適用 

崖面崩壊防止施設は、地盤の沈下等に追従して構造物自体が変形を伴いながら

土圧に抵抗する、地盤の変形への追従性を有する構造物である。ただし、地盤の

変形量が大きい場合、使用部材の許容量を超え破壊に至ることから、想定される

土圧や変形に応じた適切な構造を選定する必要がある。 

また、長期的に地盤の変形が継続する場合、変形に応じた施設の更新の必要性

が高くなることに留意が必要である。 

（エ） 土圧への適用 

崖面崩壊防止施設は基本的に過大な土圧が作用する箇所への適用性は低く、工

種によっても差があることから、必要な透水性や土地利用等の条件の他、作用す

る土圧、水圧及び自重等によっても適切な工種を選定する必要がある。 

（オ） 地下水や浸透水への適用 

崖面崩壊防止施設は基本的に適切な透水性を有する施設ではあるが、工種によ

って透水性に多少の差異があるため、想定される湧水等の流量に対して適切な透

水性を有する工種の選定が必要であり、必要に応じて排水機能を補強する等の対

応を行うこと。 

オ 設計・施工上の留意事項 

崖面崩壊防止施設の設計・施工に当たっては、崖面崩壊防止施設の種類によって

設計方法や材料が異なるため、選定した崖面崩壊防止施設に応じた安定性の検討等

が必要である。また、必要に応じて、崖面崩壊防止施設自体の安全性はもとより崖

面崩壊防止施設を含めた地盤面全体の安全性についても総合的に検討する。 

崖面崩壊防止施設自体の安全性については、土質条件、荷重条件等の設計条件を

的確に設定した上で常時及び地震時における崖面崩壊防止施設の要求性能を満足

するように、次の各事項についての安全性を検討するものとする。 

（ア）土圧等によって崖面崩壊防止施設が損壊しないこと 

（イ）土圧等によって崖面崩壊防止施設が転倒しないこと 

（ウ）土圧等によって崖面崩壊防止施設の基礎が滑らないこと 

（エ）土圧等によって崖面崩壊防止施設が沈下しないこと 

※山地・森林等で設置する場合は、山地・森林の場が有する特性に考慮した設計・

施工を行う必要がある。 
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３ 排水施設 

（１）計画排水量の算定と断面の検討 

   排水施設は、造成区域の規模及び形状、造成区域内の地形、予定建築物等の用途並び

に造成区域周辺の降水量などから想定される雨水及び汚水を有効に排出できるもので

あること。 

ア 河川（一級河川、二級河川、準用河川及び造成区域面積が相当規模以上のもの） 

     砂防指定地内及び地すべり防止区域内の開発行為については、「広島県砂防事業 

設計指針」及び「砂防指定地及び地すべり防止区域内における宅地造成等の大規 

模開発審査基準（案）」によること。 

（ア）計画雨水排水量の算定 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ ＝     ×ｆ×Ｒ×Ａ        Q：計画高水流量（ｍ３／sec） 

                  
ｆ：流出係数 

Ｒ：降雨強度（ｍｍ／ｈ） 

Ａ：流域面積（ｈａ） 

１ 

３６０ 

（流出係数）密集市街地  ＤＩＤ地区程度とし、 ・・・・・０．９ 

             造成区域を含む。 

      一般市街地             ・・・・・０．８ 

     畑、原野              ・・・・・０．６ 

     水田                ・・・・・０．７ 

     山地                ・・・・・０．７ 

      ゴルフ場              ・・・・・０．８ 

      太陽光パネル等※          ・・・０.９～１.０ 

      ※太陽光パネル等とは地表が不浸透性の材料で覆われる箇所を含み、 

       流出係数は山岳地および丘陵地は 1.0、平地は 0.9 とする。 

（降雨強度） 

洪水到達時間（ ti）内の平均降雨強度（ｍｍ／ｈ） 

 降雨確率については、当該水系の下流で現に実施している河川改修計画と整合

のとれたものとなるよう計画すること。 
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（イ）断面の検討 

Q ＝ Ａ×Ｖ    Ｑ・・・・洪水のピーク流量（ｍ３／sec） 

          Ａ・・・・断面積（ｍ２） 

          Ｖ・・・・流速（ｍ／sec） 

（流速） 

原則としてマニング公式により算定すること。ただし、団地内の排水にかか

るものについては、クッター公式により算出することができる。 

     １ 
  Ｖ＝    ×    ×  

       

            Ｖ：流速（ｍ／sec） 

       ：粗度係数 

         三面張りコンクリート  ・・・・０．０２５ 

         石積みなど（二面張り） ・・・・０．０３５ 

         素掘り         ・・・・０．０４０ 

      ：径深（ｍ）[流水断面Ａ／潤辺長Ｐ] 

         余裕高は、河川管理施設等構造令第２０条及び規則第３

６条第２号の規定によるものとする。 

      ：動水勾配（河床勾配を採用する。） 

イ 水路（ア以外の場合） 

（ア）計画汚水排水量の算定 

住宅団地の場合の管きょの設計に用いる計画汚水量は、計画時間最大汚水量 

I

R

n

n

3/2R  
2/1I  

（洪水到達時間） 

  ｔi＝ Δｔ+ 

 

        ｔi：洪水到達時間（ｍｉｎ） 

         Δｔ：流入時間（ｍｉｎ） 

 最上端が山地流域の場合は、２ｋｍ２当たり３０分（特に急

傾斜の山地については２０分）を標準とする。 

市街地の場合は、５分から１０分を標準とする。 

            ℓ ：当該地点から上流の流路延長（ｍ） （流入域は除く） 

          W：洪水伝播速度（ｍ／sec） 

ℓ 

６０W 
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を使用し、次式によること。住宅地以外は、予定建築物の用途、規模により想定

される計画使用水量を勘案して算出すること。 

            

計画時間最大汚水量＝        ×（計画１日最大汚水量）×  

                              （ℓ／sec） 

地下水量が考えられる場合は、必要に応じて１人１日最大汚水量の２割を加

算すること。 

8.1

24×60×60 

１ 

   計画１日最大汚水量 ・・・・・・１人１日最大汚水量×計画人口 

 １人１日最大汚水量 ・・・・・市町の下水道計画に定めがある場合は 

その値を優先し、無い場合は４５０ℓ／日とする。 

計画人口      ・・・・・・４人／戸 
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（イ）計画雨水排水量の算定 

                  Q ：計画雨水量（ｍ3／sec） 
  Q ＝   ×ｆ×Ｉ×Ａ    Ｉ：降雨強度（１２０ｍｍ／ｈ） 
                   ｆ：流出係数 

  Ａ：集水面積（ｈａ） 

＝  ×ｆ×Ａ 

 

          

          

          

   

 

 

 

 

 

 

（ウ）断面の検討 

雨水と汚水との排水は分離して処理することとし、雨水、汚水排水量の設計流 

速・割増率は、次により決定すること。 

ａ 排水路の設計流速 

設計流速は、特殊な場合を除き、次表の基準によること。 

排水施設 最小流速 最大流速 

汚水管きょ ０．６ｍ／sec ３．０ｍ／sec 

雨水管きょ ０．８ｍ／sec ３．０ｍ／sec 

合流管きょ ０．８ｍ／sec ３．０ｍ／sec 

雨水開きょ ０．８ｍ／sec ３．０ｍ／sec 

ｂ 計画下水量の割増率 

（ａ）汚水 

管きょの内径 割増率 

７００ｍｍ未満 計画下水量の１００％ 

７００ｍｍ以上 

１，６５０ｍｍ未満 

計画下水量の５０％以上 

１００％以下 

１，６５０ｍｍ以上 

３，０００ｍｍ以下 

計画下水量の２５％以上 

５０％以下 

       

360

1
 

1 

3 

（流出係数）密集市街地 ＤＩＤ地区程度とし、    ・・・・・０．９ 

            造成区域を含む。 

     一般市街地              ・・・・・０．８ 

     畑、原野               ・・・・・０．６ 

     水田                 ・・・・・０．７ 

     山地                 ・・・・・０．７ 

      ゴルフ場               ・・・・・０．８ 

     太陽光パネル等            ・・０．９～1．０ 

     ※太陽光パネル等とは地表が不浸透性の材料で覆われる箇所を

含み、流出係数は山岳地および丘陵地は 1.0、平地は 0.9 とする。 
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（ｂ）雨水 

         計画雨水量の２０％ 

      （ｃ）合流 

    計画下水量の３０％ 

    （流速） 

        流量計算には、マニング式又はクッター式を用いる。 

        マニング式 

        Ｑ ＝ Ａ × Ｖ 

 
        Ｖ＝  ×   ×   （ｍ/sec） 
 

        クッター式 

        Ｑ ＝ Ａ × Ｖ 

 （ｍ/sec） 

 

 

 

 

       マニング式及びクッター式共通の粗度係数 

管 種 粗度係数 

現場打コンクリート ０．０１５ 

陶管 ０．０１３ 

鉄筋コンクリート管きょなどの工場製品 ０．０１３ 

硬質塩化ビニール管 ０．０１０ 

強化プラスチック複合管 ０．０１０ 

      ※ 上記以外の管種の粗度係数については、その管種の粗度係数による。 

ウ その他 

残流域を有する河川（渓流）が造成地内を通過する場合は、開きょとすること。 

また、造成地内に設置される水路で流量が１．５㎥／sec 以上のものは、原則と

して開きょとすること。 

n
I

D 
00155.0

23:

I
In

N  ）
00155.01

23(:

DR

RN
IR

R

n

I

InV










　)

00155.0
23(1

00155.01
23

n

1
3/2R 2/1I

 Q ：流量（㎥／sec） 

 A：流水の断面積（㎡） 

 V ：流速（ｍ／sec） 

  n ：粗度係数 

 R ：径深（ｍ）（＝ A / P ） 

 P ：流水の潤辺長 

  I ：動水勾配 
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（２）造成区域外の排水施設などとの接続 

ア 造成区域内の排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況その他の状況を勘案し

て、造成区域内の下水を有効かつ適切に排出することができるように、下水道、排

水路その他の排水施設又は河川その他の公共の水域若しくは海域に接続している

こと。この場合において、放流先の排水能力によりやむを得ないと認められるとき

は、造成区域内において一時雨水を貯留する遊水池その他の適当な施設を設けるこ

とを妨げない。 

イ 雨水（処理された汚水及びその他の汚水でこれと同程度以上に清浄であるものを

含む。）以外の下水は、原則として、暗きょによって排出することができるように

定められていること。 

（３）排水施設の構造 

   ア 排水施設は、堅固で耐久性を有する構造であること。 

   イ 排水施設は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、

漏水を最小限のものとする措置が講ぜられていること。ただし、がけ崩れ又は土砂

の流出の防止上支障がない場合においては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき

排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることが

できる。 

   ウ 公共の用に供する排水施設は、道路その他排水施設の維持管理上支障がない場所

に設置されていること。 

エ 管きょの勾配及び断面積が、その排除すべき下水又は地下水を支障なく流下させ

ることができるもの（公共の用に供する排水施設のうち暗きょである構造の部分に

あっては、その内径又は内法幅が、汚水管きょにあっては、２０ｃｍ以上、雨水管

きょにあっては、２５ｃｍ以上のもの）であること。 

オ 使用管種及び埋設寸法 

     管きょの最小被りの決定にあたっては、取付管、路面荷重、路盤厚及び他の埋設

物の関係、その他道路占用条件を考慮して適切な土被りとすること。 

     公道内に埋設する管きょについては、道路法施行令第１１条の４第１項により、

下水道管の本線を埋設する場合においては、その頂部と路面との距離は３ｍ（工事

実施上やむを得ない場合にあっては１ｍ）以下としないこと。 

     なお、ダクタイル鋳鉄管、ヒューム管（外圧１種、２種管）、強化プラスチック

複合管、硬質塩化ビニル管の管種で３００ｍｍ以下の下水道管の埋設について、電

線、水道管、ガス管又は下水道管を道路の地下に設ける場合における埋設の深さな

どについて、最小被りを次表として運用してよいが、道路管理者に浅層埋設基準の
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運用についての確認が必要である。 

     浅層埋設基準 

下 水 道 管

種 別 
頂  部  と  路  面  と  の  距  離 

下 水 道 管 の 

本 線 

当該道路の舗装の厚さに０．３ｍを加えた値（当該値が１ｍ

に満たない場合には、１ｍ）以下にしないこと。 

下水道管

の本線 

以外の線 

車

道 

当該道路の舗装の厚さに０．３ｍを加えた値（当該値が０．

６ｍに満たない場合には０．６ｍ）以下にしないこと。 

歩

道 

０．５ｍ以下にしないこと。ただし切り下げ部があり、０．

５ｍ以下となるときは、あらかじめ十分な強度を有する管路

などを使用する場合を除き、防護処置が必要。 

     注１ ヒューム管（外圧１種）を用いる場合には、当該下水道管と路面の距離は

１ｍ以下としないこと。 

     注２ 車両の通行が激しい幹線道路、輪荷重や振動の影響を受ける軌道敷地内、

又は、やむを得ず土被りが小さくなる場合には、管きょの安全性を確認する

とともに、高強度管の採用や適切な防護工を検討する必要がある。 

  注３ 私道などに布設する場合には、排水施設の接続に支障がなく、上載荷重や

管理上の条件などに問題がないことを確認した上で、管きょの埋設深を浅く

することができる。 

  注４ 寒冷地での施工の際には、管きょの最小土被りは凍結深度を考慮する。 

カ ます・マンホールなど 

   （ア）ます又はマンホール 

専ら下水を排除すべき排水施設のうち暗きょである構造の部分の次に掲げる

箇所には、ます又はマンホールが設けられていること。 

ａ 管きょの始まる箇所 

      ｂ 下水の流路の方向、勾配又は横断面が著しく変化する箇所（管きょの清掃

上支障がない箇所を除く。） 

      ｃ 管きょの内径又は内法幅の１２０倍を超えない範囲内の長さごとの管き

ょの部分のその清掃上適当な場所 

        ただし、施設管理者との協議により別に定める場合は、その定めによるこ

とができる。 

（イ）雨水ます 

      雨水ますの底部には、深さ１５ｃｍ以上の泥溜を設け、蓋は、鋳鉄製（ダクト

タイルを含む）、鉄筋コンクリート製、プラスチック製及びその他の堅固で耐久

性のある材料とすること。 
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（ウ）汚水ます 

汚水ますには、底部にインバートをつけ、蓋は鋳鉄製（ダクトタイルを含む）、 

鉄筋コンクリート製、プラスチック製及びその他の堅固で水密性を確保でき、耐

久性のある材料で造られた密閉蓋とすること。      

 

（４）盛土の排水施設 

盛土をする場合において、盛土をする前の地盤面から盛土の内部に地下水が浸入す

るおそれがあるときは、当該地下水を排除することができるよう、当該地盤面に排水

施設で（３）の必要事項を満たすものを設置すること。 

なお、盛土の排水施設は、盛土施工前の原地盤に設置し盛土基礎地盤周辺の地下水

排水を目的とする地下水排除工（暗きょ排水工、基盤排水層）と、盛土自体に一定の

高さごとに透水性のよい山砂など設置し盛土内の地下水の排水を目的とする水平排

水層に区分される。 

  

   ア 地下水排除工 

   盛土崩壊の多くが湧水、地下水、降雨等の浸透水を原因とするものであること、

また盛土内の地下水が地震時の滑動崩落の要因となることから、次の各事項に留

意して盛土内に十分な地下水排除工を設置し、基礎地盤からの湧水や地下水の上

昇を防ぐことにより、盛土の安定を図るものとする。特に山地・森林では、谷部

等において浸透水が集中しやすいため、現地踏査等によって、原地盤及び周辺地

盤の水文状況を適切に把握することが必要である。詳しくは「盛土等防災マニュ

アル」を参考とすること。 

  （ア）暗きょ排水工  

暗きょ排水工は、原地盤の谷部や湧水等の顕著な箇所等を対象に樹枝状に設

置することを基本とする。 

（イ）基盤排水層 

基盤排水層は、透水性が高い材料を用い、主に谷埋め盛土におけるのり尻部

及び谷底部、湧水等の顕著な箇所等を対象に設置することを基本とする。 
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（ウ）暗きょ流末の処理 

暗きょ排水工の流末は、維持管理や点検が行えるように、マス、マンホール、

かご工等で保護を行うことを基本とする。 

（エ）施工時の仮設排水対策 

施工時における中央縦排水は、暗きょ排水工と併用せず、別系統の排水管を

設置することを基本とする。また、中央縦排水に土砂が入らないように縦排水

管の口元は十分な保護を行うことを基本とする。 

 

イ 盛土内排水層 

 盛土内に地下水排除工を設置する場合に、あわせて盛土内に水平排水層を設置

して地下水の上昇を防ぐとともに、降雨による浸透水を速やかに排除して、盛土

の安定を図ることが必要である。 

   水平排水層は、盛土の小段ごとに設けること（ジオテキスタイルを用いる場合、

高さ２～３ｍごとに入れる場合がある）、層厚は 0.3 ｍ以上（砕石や砂の場合）と

し長さは小段間隔の２分の１以上とすること、浸透水の速やかな排水を促すため

５～６％の排水勾配を設けることを標準とする。また、排水層の材料は、その目

的から透水性の高いものを用いることとするが、砕石や砂等の粒形の揃った砂を

適用する場合は、地震時に液状化現象を起こし、盛土地盤の変状を起こす原因と

なる場合があることに留意が必要である。なお近年では、良質の砂・礫質材料の

確保が難しくなっていることもあり、ジオテキスタイル系の各種材料の適用も有

効である。 

 

 

 

 

 

 



38 

 

４ 防災施設 

（１）暗きょなどの設置 

ア 渓流を埋め立てる場合には、本川、支川を問わず在来の渓床に必ず暗きょ工を設

けること。暗きょ工は、樹枝状に埋設し、完全に地下水の排除ができるように計画

すること。支渓がない場合又は支渓の間隔が長い場合には、２０ｍ以下の間隔で集

水暗きょを設けること。暗きょ工における幹線部分の管径は、３０ｃｍ以上とし、

支線部分の管径は、１５ｃｍ以上とすること。 

幹線部分の暗きょ工は、有孔ヒューム管などにフィルターを巻いた構造とし、集

水部分は、有孔ヒューム管などを用いる地下排水溝などの構造とすること。 

排水は、表面のり面、小段、暗きょなど系統的に排水施設を計画し、造成部分の

一部に排水系統の行き渡らない部分が生じないようにすること。 

なお、盛土と現地盤との間に湧水又は地下浸透水が生じるおそれがある場合は、

次図のような暗きょを設けて排水すること。 

イ 常時流水のある場合は、流量算定のうえ断面を決定し、算定の結果６０ｃｍ以下

の場合でも６０ｃｍ以上の管径をとること。 

 

（２）流出量の調整 

宅地造成に伴い河川などの流域の流出機構が変化するなどにより、河川などへの流入

量が著しく増加し、災害を誘発するおそれがあり、かつ、下流河川などの改修又は、排

水施設の整備が宅地造成のスピードに追いつかない場合は、別紙 1 の｢宅地開発等に伴

う流量調整要領｣に基づき宅地造成を行う者が河川などの改修又は調整池の設置などを

行うこと。 

（３）工事中の防災対策など 

ア 工事の施行に伴う災害の防止及び河川への濁水流入防止措置などを講じること。 

    なお、河川への濁水流入防止措置については、別紙２の｢宅地開発等に伴う河川濁

水防止指導要領｣によること。 

   イ 工事施工中においては、急激な出水、濁水及び土砂の流出が生じないよう、周辺

の土地利用状況、造成規模、施工時期などを勘案し、必要な箇所については、濁水

粗朶
地　山　線

砂利

栗石

有孔ヒューム管等
300mm～1,500mm



39 

 

などを一時的に滞留させ、あわせて土砂を沈殿させる機能などを有する施設（設計

堆積土砂量については、別紙１の｢宅地開発等に伴う流量調整要領｣別紙｢調整池設

置基準｣第８条による。）を設置すること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 土石の堆積 

（１）定義 

土石の堆積とは、一定期間を経過した後に除却することを前提とした、土石を一時

的に堆積する行為であり、ストックヤードにおける土石の堆積、工事現場外における

建設発生土や盛土材料の仮置き、土石に該当する製品等の堆積等が該当する。 

（２）基本事項 

ア 土石を堆積する土地（空地を含む）の地盤の勾配は 10 分の１以下とする。ただ

し、土石の堆積の崩壊が生じないよう設計する場合はこの限りではない。 
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イ 土石の堆積を行うことによって、地表水等による地盤の緩み、沈下、崩壊又は滑

りが生ずるおそれがあるときは、土石の堆積を行う土地について地盤の改良その他

の必要な措置を講ずること。 

ウ 土石の堆積形状は、周辺の安全確保を目的とし、次のいずれかによる周辺の安全

確保及び柵等の設置が必要である。（次の空地は勾配が十分の一以下であるものに

限る。） 

（ア）堆積する土石の高さが５ｍ以下の場合、当該高さを超える幅の空地の設置 

（イ）堆積する土石の高さが５ｍ超の場合、当該高さの２倍を超える幅の空地の設置。 

なお、これらの措置については、鋼矢板等その他必要な措置に代えることができ

る。 

エ 堆積した土石の周囲には、土石の堆積に関する工事が施行される土地の区域内に

人がみだりに立ち入らないよう、見やすい箇所に関係者以外の立入りを禁止する旨

の表示を掲示した柵その他これに類するものを設けること。 

オ 雨水その他の地表水により堆積した土石の崩壊が生ずるおそれがあるときは、当

該地表水を有効に排除することができるよう、堆積した土石の周囲に側溝を設置す

ることその他の必要な措置を講ずること。 

（３）地盤の勾配が 10 分の 1を超える場合の措置 

土石の堆積を行う面（鋼板等を使用したものであって、勾配が 10 分の１以下で

あるものに限る。）を有する堅固な構造物を設置する措置その他の堆積した土石の

崩壊を防止するものとすること。 

措置の選定に当たっては、設置箇所の自然条件、施工条件、周辺の状況等を十分

に調査するとともに、堆積する土石の土圧等に十分に耐えうる措置を選定しなけれ

ばならない。 

（４）土砂の流出防止 

５（２）ウ、エは、堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板を設置するこ

とその他の堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を有効に防止することができる

ものとして次に定める措置を講ずる場合には、適用しない。 

（ア）堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板又はこれに類する施設を設

置すること。（土圧、水圧及び自重によって損壊、転倒、滑動又は沈下しな

い構造のもの） 

（イ）堆積した土石を防水性のシートその他の堆積した土石の内部に雨水その他

の地表水が進入することを防ぐための措置及び堆積した土石の土質に応じ

た緩やかな勾配で土石を堆積することその他の堆積した土石の傾斜部を安
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定させて崩壊又は滑りが生じないようにするための措置 

 

（平成２０年 ４月 １日 施行） 

（平成２６年１２月 ５日 一部改正） 

（令和 ５年 ９月２８日 一部改正） 

この改正規定は、令和５年９月２８日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 1 

 

 

宅地開発等に伴う流量調整要領 

 

(趣旨) 

第１条 この要領は、宅地開発等によって河川等の流域の流出機構が変化するなどにより河川等

への流入量が著しく増加し災害を誘発するおそれがあり、かつ、下流河川等の改修又は排
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水施設の整備が開発のスピードに追いつかない場合に、河川等管理者の指導により宅地開

発等を行う者(以下｢事業者｣という。)が、河川工事等を施工することによって災害の発生

を防止しようとするものである。 

(用語の定義) 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

 (１) 宅地開発等 宅地、ゴルフ場その他これらに類するものを造成する目的で行う土地の区

画形質の変更をいう。 

 (２) 河川等 河川法を適用又は準用する河川、河川法を適用及び準用しない河川(溜池及び用

水路を含む。以下同じ。)、砂防法の規定に基づいて指定した土地並びに下水道法の規定に

よる下水道をいう。 

 (３) 河川工事等 河川等の改修(維持補修工事を含む。)及び調整池の設置をいう。 

 (４) 調整池 別紙の｢調整池設置基準｣に基づき設置する調整池をいう。 

 (５) 河川等管理者 宅地開発等により影響を受ける河川等の管理者をいう。 

 (６) 総合的な治水対策 流域内の開発による放出増に対して法河川改修による対応のみなら

ず、流域内の開発、土地利用計画等と河川管理者が、調整を図る総合

的な水害防止対策をいう。 

(適用範囲) 

第３条 この要領は、次のいずれかに該当する宅地開発等に適用する。ただし、総合的な治水対

策を講じる流域を除く。(別途河川管理者と協議のこと) 

 (１) 規模が１ｈａ以上の宅地開発等 

 (２) 河川法、砂防法、下水道法又は普通河川等保全条例の規定に基づく許可、認可を要する

宅地開発等 

(流量の調節方法) 

第４条 宅地開発等に伴い事業者が流量調節のために施行する河川工事等は、次の方法によるも

のとする。 

 (１) 宅地開発等の面積が１ｈａ以上の場合 

    計画対象降雨によって災害が発生するおそれがないと認められる地点までの河川等の改

修又は調整池の設置。 

 (２) 流域の地形その他の状況により、河積の拡大等改修が極めて困難な場合は、前号にかか

わらず調整池を設置する。 

２ 事業者は、前項の工事完了後でなければ土地の区画形質の変更をしてはならない。ただし、

前項の工事完了までの間、河川等管理者が適当と認める洪水調節などの防災機能を有する施

設を設置した場合は、この限りでない。 

(河川等の改修) 

第５条 河川等の改修に係る調査及び設計は、事業者が行うものとする。 

２ 河川等の改修を行う場合の計画規模は、流域の状況、過去の降雨などを考慮して河川等管

理者が指示する。 

３ 河川等の改修により新たに河川等の区域となる土地は、河川等に帰属させること。 

(調整池の設置) 

第６条 調整池に関する調査及び設計は、事業者が行うものとする。 

２ 調整池は、流域ごとに開発区域内に設置し、原則として河川の流域界の変更は行わないこ

と。 
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３ 調整池は、原則として計画対象降雨が年超過確率で３０分の１洪水に対処できる規模及び

構造でなければならない。ただし、第４条第１項第２号の調整池の計画対象降雨の年超過確

率は５０分の１とする。 

(調整池の管理) 

第７条 調整池完成後の当該施設の維持管理は、原則として当該区域を管轄する市が行うものと

する。やむを得ず事業者などが管理する場合にあっても、当該調整池の土地は、市に帰属

するものであること。 

２ 調整池には当該施設の管理者名、連絡先その他必要な事項を掲示した標識を公衆の見えやす

い位置に設置すること。 
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調 整 池 設 置 基 準 

 

第一章 総       則 

(総則) 

第１条 宅地開発等に伴い調整池を設置する場合には、この基準によるものとする。 

    なお、この基準に定めのない事項については、日本河川協会の｢河川管理施設等構造令｣

及び｢大規模宅地開発に伴う調整池技術基準(案)｣によるものとする。 

(調整池の形状及び洪水調節方式) 

第２条 調整池は、原則として掘込式とし、築堤高は可能な限り低くしなければならない。 

２ 調整池の洪水調節方式は、原則として自然放流方式とする。 

 

第二章 計  画  基  準 

(洪水のピーク流量の算定方式) 

第３条 洪水のピーク流量はラショナル式によるものとし、次式により算定する。 

     Q p  =
360

1
× f × r × A  

     Q p …………洪水のピーク流量(ｍ3/sec) 

     f ……………流出係数 

     r  ……………洪水到達時間内の平均降雨強度(ｍｍ/h) 

     A  ……………流域面積(ｈａ) 

(洪水到達時間) 

第４条 洪水到達時間は、次式により算定する。 

     ti  ＝ t  ＋ 
W

l

60
 

      ti  ……………洪水到達時間(min) 

      t ……………流入時間(min) 

             最上端が山地流域の場合は、２ｋ㎡３０分 

             (特に急傾斜の山地については２０分)を標準とする。 

             市街地の場合は、５分から１０分を標準とする。 

      l ……………当該地点から上流の流路延長(ｍ) (流域は除く) 

      W  …………洪水到達速度(ｍ／sec) 

            次の第２項又は第３項により算定する。 

２ 改修済みの河川等の区間の洪水到達速度は、マニング公式により算定する。 

     W  = 
n

1
×

3/2R ×
2/1I  

      W ……洪水到達速度(ｍ/sec) 

      n ……粗度係数   

         三面張りコンクリート……０．０２５ 

         石積み等(二面張り) ……０．０３５ 

         素   掘   り ……０．０４０ 

      R ……径深(ｍ) 

         余裕高は、河川管理施設等構造令第２０条によることを原則とする。 

      I ……動水勾配(河床勾配を採用する。) 
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３ 未改修の河川等の区間の洪水到達速度は、次により算定する。 

 (１) 河床勾配が１／１８より急な場合は、ルチハ公式による。 

     W  = 20  
l

h 6.0
 

      W  ……洪水到達速度(ｍ/sec) 

      l   ……流入時間算出流域を控除した最上流点から当該地点までの水平距離(ｍ) 

      h   ……流入時間算出流域を控除した最上流点から当該地点までの標高差(ｍ) 

 (２) 河床勾配が１／１８より、緩やかな場合は、クラーヘン公式による。 

 

l
h  が

100

1
以上          5.3W ｍ/sec 

 
l

h  が
100

1
未満

200

1
以上         0.3W ｍ/sec 

    
l

h  が
200

1
未満                 1.2W  ｍ/sec 

４ 洪水到達時間が１０分未満の場合は、原則として１０分を用いる。 

(流出係数) 

第５条 流出係数は、開発前、開発後の当該区域及びその周辺の状況を考慮して適切な値をとる

ものとし、原則として次の区分による値を標準とする。 

       密集市街地 (ＤＩＤ地区程度とし、開発区域を含む。)……０．９ 

       一般市街地               ・・・・・・・０．８ 

       畑・原野                ・・・・・・・０．６ 

       水田                  ・・・・・・・０．７ 

       山地                  ・・・・・・・０．７ 

       ゴルフ場                ・・・・・・・０．８ 

       太陽光パネル等             ・・・０．９～１．０ 

              ※太陽光パネル等とは地表が不浸透性の材料で覆われる箇所を含み、 

        流出係数は山岳地及び丘陵地は 1.0、平地は 0.9 とする。 

(計画対象降雨) 

第６条 調整池の洪水調節容量を算定するために用いる計画対象降雨については、各地域別に最

新版の降雨強度～継続時間曲線(以下｢確率降雨強度曲線｣という。)によって求めるものと

し、次の４地区(広島、福山、加計、庄原)の強度式を用い算定する。なお、適用地区につ

いては、別図｢確率降雨強度式｣適用区分図を参照のこと。ただし、開発流域の下流河川改

修計画の規模がこれらの数値を上回っている場合は、当該改修計画の数値による。 

  広島地区 

       t  

 

確率 n 年 

t  =10min ～ 180min t  = 3hr ～ 24hr 

100 年 100r  = 
378.0

806.360

t
 100r  = 

716.0

462.112

t
 

50 年 50r   = 
243.1

814.626

t
 50r   = 

693.0

843.92

t
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30 年 30r   = 
793.0

556.544

t
 30r   = 

676.0

228.80

t
 

 

  福山地区 

       t  

 

確率 n 年 

t  =10min ～ 180min t  = 3hr ～ 24hr 

100 年 100r  = 
728.0

499.527

t
 100r  = 

062.2

206.177

t
 

50 年 50r   = 
602.0

869.470

t
 50r   = 

438.2

421.170

t
 

30 年 30r   = 
490.0

841.428

t
 30r   = 

730.2

417.164

t
 

 

  加計地区 

       t  

 

確率 n 年 

t  = 10min ～ 180min t  = 3hr ～ 24hr 

100 年 100r  = 
076.1

723.707

t
 100r  = 

541.3

803.313

t
 

50 年 50r   = 
937.0

104.639

t
 50r   = 

525.3

245.284

t
 

30 年 30r   = 
830.0

748.588

t
 30r   = 

513.3

422.262

t
 

 

  庄原地区 

       t  

 

確率 n 年 

t  = 10min ～ 180min t  = 3hr ～ 24hr 

100 年 100r  = 
544.0

844.632

t
 100r  = 

590.0

315.68

t
 

50 年 50r   = 
531.0

210.545

t
 50r   = 

614.0

996.64

t
 

30 年 30r   = 
522.0

286.485

t
 30r   = 

656.4

703.226

t
 

 

    n ……確率年 

    r ……確率降雨強度曲線上の任意の継続時間(ｔ)に対応する降雨強度(ｍｍ/ｈ) 

    t……任意の降雨継続時間(分又は時間)。ただし、１０分未満の場合は１０分とする。 
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(洪水調節容量の算定方法) 

第７条 洪水の規模が年超過確率で１／３０(宅地開発等に伴う流量調整要領第４条第１項第２

号の調整池の場合にあっては１／５０とする。以下同じ。)以下のすべての洪水について、

開発後における洪水のピーク流量の値を調整池下流の流過能力の値まで調節する。調整池

の洪水調節容量は、１／３０確率降雨強度曲線を用いて求める次式の必要調節容量(V )の

値を最大とするような容量をもってその必要調節容量とするものとする。 

   V =( ri  － 
2

rc
 ) ti  × f  × A  × 

360

1
 

    V ……必要調節容量(ｍ3) 

    f ……開発後の流出係数 

    A……開発面積(ｈａ) 

     (注)流域面積が開発面積より大きい場合は、別途河川等管理者と協議すること。 

    rc ……放流許可量の値に対応する降雨強度(ｍｍ/ｈ) 

    ri  ……1／30 確率降雨強度曲線上の任意の継続時間( ti )に対応する降雨強度(ｍｍ/ｈ) 

    ti  ……任意の継続時間(sec) 

２ 前項で示す必要調節容量(V )の値は、次図 ti  = 0 ~ ct '
の間で最大となるが、その算定は任意

の ti、 riを逐次計算法又は微分する方法により決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

30

1
確率降雨強度曲線 

2

rc
 

 

t

ｔ 

3r  

ｒ1 

rc  

2r  

1t  
ct '

 tc  
2t  3t  

4t  
0  

4r  
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３ 放流許可量(Q pc )に対応する降雨強度( rc )は、次式によって算定する。 

    rc  = Q pc  × 
Af 

360
 

      rc ……放流許可量に対応する降雨強度(ｍｍ/ｈ) 

         (注) rc  = 10ｍｍ/ｈ未満の場合は 10ｍｍ/ｈとする。 

      Q pc……放流許可量(㎥/sec) 

      f   ……流出係数(第５条に定める値とする。) 

      A   ……放流地点における流域面積(ｈａ) 

 (１) 放流許可量の算定 

   治水上最も危険な地点(流過能力が最少)で次により決定する。 

    Q pc  = Q × 
A

a
 

     Q……検討区間における河川等の流過能力(㎥/sec) 

     a ……放流地点における流域面積(ｈａ) 

     A……河川等流過能力算定地点から上流の流域面積(ｈａ) 

   ア 河川法を適用又は準用する河川へ放流する場合の流過能力の検討区間は、放流地点か

ら下流２kｍの区間とする。 

     ただし、地域森林計画対象民有林の林地開発行為に該当する場合は、放流地点から下

流において、開発後の無調節のピーク流量が開発前のピーク流量に対して１％以上増加

する区間(その区間が２kｍに満たない場合は２kｍの区間)とする。 

   イ 河川法を適用及び準用しない河川(下水道を含む。以下同じ。)へ放流する場合の流過

能力の検討区間は、河川法を適用及び準用しない河川の区間と河川法を適用又は準用す

る河川の合流点から下流２kｍの区間とする。 

     ただし、地域森林計画対象民有林の林地開発行為に該当する場合は、放流地点から下

流において、開発後の無調節のピーク流量が開発前のピーク流量に対して１％以上増加

する区間(その区間が河川法を適用及び準用しない河川の区間と、河川法を適用又は準用

する河川の合流点から下流２kｍの区間より上流になる場合は、合流点から２kｍの区間)

とする。 

   ウ 流過能力の検討区間において感潮部がある場合は、河口から不等流計算により流過能

力の検討を行う。ただし、河口部の水位はさく望平均満潮位とする。 

      

 

 

2ｋｍ 

ただし書きの場合 

開発前後のピーク流量が 1％増加する地点 
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 (２) 最少流過能力の算定 

   最少流過能力は、マニング公式によって算出する。 

   ア 粗度係数 第４条第２項の係数を用いる。ただし、護岸未整備の河川等の区間で、蛇

行が多い場合は０．０５、蛇行が少ない場合は０．０４５を用いる。 

   イ 動水勾配 第４条第２項のとおり。 

   ウ 余裕高 改修済み河川等の区間は、河川管理施設等構造令第２０条に定める基準によ

るものとする。その他の場合には、０．３ｍ以上とし、径深１ｍ以下の場合は、

０．２ｍ以上とすることができる。 

(設計堆積土砂量) 

第８条 調整池の設計堆積土砂量は、工事期間中は１年当たり３００ｍ３／ｈａ、工事完成後の開

発区域内の裸地(芝付等を含む。)については１年当たり７０ｍ３／ｈａを標準とする。 

２ 設計堆積年数は、調整池の設置年数及び維持管理の方法により決定する。ただし、１年を下

回ることはできない。 

 

第三章 構  造  基  準  

(ダムの型式) 

第９条 ダムの型式は、コンクリートダムを原則とする。ただし、地形又は地質が適当でない場

合にはフィルダム等とすることができる。 

(ダムの安定) 

第 10 条 ダムの安定に必要な強度及び水密性を有し、かつ、滑動及び転倒に対する安定性を有す

るものとする。 

(ダムの基礎地盤) 

第 11 条 ダムの基礎地盤は、前条のダムの安定性を確保するために必要な強度及び水密性を有す

るものとする。 

(基礎地盤調査) 

第 12 条 基礎地盤の土質、地層構成などの状態を把握するため、ダムサイト付近に３個以上のボ

ーリングを施さなければならない。ただし、既調査資料がある場合は、この限りではない。 

(ダムの余裕高) 

第 13 条 ダムの非越流部の高さは、異常洪水位(余水吐の設計洪水流量における水位)に風又は地

震による波浪などを勘案して、次の余裕高を加えたものとする。ただし、公園等を調整池

として利用する場合は、個別に協議の上計画すること。(ダム高１５ｍ以上は、河川管理

施設等構造令に準じるものとする。) 

      コンクリートダムの場合  ０．６ｍ以上 

      フィルダムの場合     １．２ｍ以上 

(余水吐) 

第 14 条 調整池には、計画以上の洪水を処理するために余水吐を設けるものとする。 

２ 余水吐は、１００年（森林法第 25 条第１項第１号から第３号までに掲げる保安林の解除に係

る場合は２００年の適用を個別に検討する）に１回起きるものと想定される当該調整池の直上

流部の流量又は既に観測された雨量・水位・流量などに基づいて算出された当該調整池の直上

流部における最大の流量のいずれか大きいものの１．４４倍以上の流量を放流し得るものとす

る。 

 

３ 余水吐の断面は、次式によって算定する。 
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Bu  

h  

Bl  

     Q = 
15

2
 ah  gh2  ( 3 Bl +2 Bu  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(余水吐の構成) 

第 15 条 余水吐は、次の各号に定めるところによるものとする。 

 (１) 余水吐は、原則として直線的な平面形状であること。 

 (２) 余水吐には、ゲートその他放流量を人為的に調節する装置をつけてはならない。 

 (３) 水路は、原則として矩形かつ開水路とすること。 

 (４) 流入部は、流速分布が均一となるようにすること。 

 (５) 流入部は、流木等により閉塞しない構造とすること。 

 (６) 導流部の幅は、２ｍ以上とすること。 

 (７) 導流部は、流れが乱れないように水路の幅の急縮及び水路縦断勾配の急変を避けること。 

 (８) 減勢部は、余水吐から放流される流水による堤体及び水路の損傷を防止するため、余水

吐末端に静水池及び護床工などを設けて従来の流勢を悪化させることなく現河道に接続す

る構造とすること。 

 (９) 余水吐は、原則として地山部分に設置すること。 

(放流管) 

第 16 条 放流管の規模及び構造は、次の各号に定めるところによるものとする。 

 (１) 排水塔の流入口( BL× DL )は、第７条第２項第１号に定める放流量に見合うものとし、

次式により算出する。 

    Q pc = C × BL× DL )5.0(2 DLHLHg   

     Q pc……放流許可量(ｍ3/sec) 

     H  ……第７条第１項及び第８条に定める必要調節容量に見合う水位 

     C   ……ベルマウスを有するときはC =0.85～0.90、有しないときはC =0.60 とする。 

 

 (２) 排水路の流入口( BL× DL )と放流管の内径( D )は、Q
pc

 ≦ 26 D 3/8
×I

2/1
 の関係を

満たすこと。 

Q ：計画流量 

a  ：越流係数(0.6) 

h  ：縮流前の越流深 

Bl  ：底幅 

Bu
 

：上幅 

g  ：重力の加速度 9.8ｍ／  2
sec   
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    なお、管径は完成後の維持管理を考えて最小６００ｍｍ、放流管の長さ５０ｍ以上のと

きは１，０００ｍｍ以上とする。 

 (３) 放流管は、地山部分に切り込んで設置し、慎重に埋めもどすこと。 

 (４) 放流管は、原則として１本とし、２本以上設置する場合は相互の間隔を平面的に１０ｍ

以上とすること。 

 (５) 放流管は、堤軸に直角方向に設置すること。 

 (６) 放流管は、鉄筋コンクリート造とし、ヒューム管、高外圧管などを使用する場合は全管

長にわたって鉄筋コンクリートで巻くこと。 

 (７) 放流管の長さが２０ｍ以上となる場合には、不等沈下などによる破損を防止するため継

手を設けなければならない。 

    継手は、可撓性のある止水板を使用し、周囲は鉄筋コンクリートカラーで囲み、カラー

と本体及び本体の突合部には伸縮性のある目地材を充填すること。 

 (８) 放流管の両端部に遮水壁を設け、管の長さが長い場合には中間にも適当な間隔で遮水壁

を設けて放流管の外壁に沿った浸透流の発生を防止すること。 

    なお、この遮水壁は、放流管の本体と一体構造とすること。 

 (９) 流入口には、流入口(オリフィス)の断面積の２０倍以上の断面積を有する防塵設備をＨ．

Ｗ．Ｌまで設けること。 

 (10) 放流管は、年超過確率１／３０洪水に対して開水路となるように設計し、放流管出口が

水没しないように出口敷高を定めること。 

    なお、流量が年超過確率１／３０洪水を超える場合でも開水路となるよう放流管の流入

口及び出口にそれぞれエヤーベントを設けるものとし、その標準は次表のとおりとする。 

 

 

 

標準エヤーベント径表 

水     深 5ｍ 8ｍ 10ｍ 15ｍ 

エヤーベント径 10ｃｍ 13ｃｍ 15ｃｍ 18ｃｍ 
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 (11) 放流管の閉塞を防止するため設計堆砂面の高さに堆砂用の擁壁を流入口の上流に設ける

こと。この場合においては、設計堆砂面以下の排水のために堆砂用擁壁の下部の一部をフ

ィルター構造とし、併せて堆砂の排除のため、排水塔流入口が閉塞した場合の代替などの

ため排水塔側部に排水用ゲートを設けておくとよい。 

 

 

 

 (12) 放流管の流入口は、点検整備し得るようにすること。 

 

(防護さく) 

第 17 条 調整池への立ち入りを防止するため、原則として防護さく(高さ１．８ｍ以上)を設置す

ること。 
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（別図） 

 

 「確率降雨強度式」適用区分図 

 

庄原 

◎ 

福山 

◎ 

◎ 

◎ 

広島 

加計 

芦田川・高梁川流域境界 

三原市・竹原市境界～県

境 

沼田川流域境界 

芦田川・沼田川流域境界 

江の川直轄・指定区間流域境界 

太田川・江の川流域境界 

江の川・沼田川流域境界 

江の川・芦田川流域境界 

西宗川・小河内川流域境界 

大竹市・廿日市市境

界 

小瀬川流域境界 

太田川・八幡川流域

境界 

旧広島市・旧湯来町

境界 

広島市・安芸太田町境界 
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別紙２ 

宅地開発等に伴う河川濁水防止指導要領 

 

(昭和５０年１２月１８日) 

 

第１  趣旨 

   近年、宅地、ゴルフ場などの造成を目的とした開発行為が県内各地でみられるが、これ

らの工事の施行に伴い造成区域内の土砂などが降雨により河川に流出し、河川の水質を濁

している場合が多い。 

   地域によっては、住宅開発等が集中し、河川の濁りが著しく、地域住民の生活、生物資

源に直接又は間接に支障を与え、自然環境保全上からも放置できない状況にある。 

   このような現況にかんがみ、この要領は、｢開発事業に関する技術的指導基準｣の第３の

８の(４)に基づき宅地開発等を行う者(以下｢事業者｣という。)が、講ずべき措置を明らか

にし、事業者が必要な措置を講じることにより宅地開発等による河川の濁りを防止しよう

とするものである。 

第２ 定義 

   この要領において｢宅地開発等｣とは、宅地、ゴルフ場、別荘、レジャー施設などを造成

する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。 

第３ 適用範囲 

   この要領は、次のいずれかに該当する宅地開発等に適用する。 

 １ 規模が１ｈａ以上の宅地開発等 

 ２ 都市計画法などの土地開発規制に係る法令の許認可を要する宅地開発等 

第４ 濁水防止対策 

 １ 工程計画 

   事業者は、次の点を十分配慮して工程計画をたてること。 

  (１) 地山の剥取り及び土砂の移動は、雨期及び台風期等(漁業権が設定されている河川流

域にあっては、稚鮎放流時期を含む。)を避けるよう計画し、裸地を最小限にとどめる。 

  (２) 可能な限り工事区域を分割し、工事区域ごとに河川濁水防止対策をたてる。 

  (３) 残流域の雨水の排水は、土砂などにより濁り度を増す排水形態としない。 

  (４) 防災調整池、沈砂地(沈殿池を含む。以下同じ。)及び当該工事に伴う水路、河川改修

等の施設は、本工事着工前に完成させる。 
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 ２ 工事着工前に確保しておくべき資材及び施設 

   事業者は、工事の着工前に次の資材及び施設を確保すること。 

  (１) かます、ビニールシート、竹、木杭等 

     これらの資材を確保しておき応急措置がとられるようにすること。 

  (２) 仮排水路 

  (３) 相当規模の防災調整池、沈砂池 

 ３ 降雨時に講ずべき応急措置 

   事業者は、降雨時には次のような応急措置を講じること。 

  (１) 地山を剥取り、のり面保護工事が完成していない場合で、沈砂池に入らない場所及

び雨水が集中し崩壊の危険のある場所は、ビニールシートなどで覆う。 

  (２) 土砂流出防止のため、必要に応じて次の措置を行うこと。 

    ア 板柵、しがらなどの土留、棚の設備 

    イ ビニールシートなどによるのり面の保護 

    ウ 仮排水路の再点検及び補強 

    エ その他 

第５ 排水基準等 

 １ 通常の降雨時において沈砂池などからの排水口における排水の浮遊物質量(ＳＳ)は、原

則として２００ｍｇ/ℓ以下とすること。 

 ２ 大規模な宅地開発等にあっては、事業者等は、工事現場に雨量計、透視度計を備え、降

雨時には雨量、透視度を適宜測定し、記録するとともに所要の応急措置をとること。 

第６ その他 

  事業者は、工事着工前に設置した施設及び確保しておいた資材が非常時に有効に機能を発

揮できるよう維持管理を平素より十分に行っておくこと。 

 

 


